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 １ 目標指標と期待される効果の検討

本計画の達成状況を確認する指標は、第 4章に示した「立地適正化の方針」を踏まえ

て設定します。都市機能や居住の維持・誘導に向けた定量的な目標を示す「基本目標」

と、施策の取組状況や効果発現状況を確認する「誘導目標」を設定します。 

（立地適正化計画の方針と目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 

 

基本目標 

 

誘導目標（期待される効果） 

・都市機能誘導区域
内における低未利
用地の割合 

・市全体に対する都市機能誘導
区域への誘導施設数の割合 

・商店街エリア内において実施
される販売促進・イベント事
業数 

・空き店舗補助金制度を利用し
た出店数 

・商店会連合会に加盟している
商店会の店舗数 

・都市近接居住誘導
区域内人口密度 

・市街化区域に対する都市近接
居住誘導区域内の空家等率の
比率 

・不動産取引件数 
・日常生活において 1 時間以上
の歩行と同等の活動を行って
いる人の割合 

・1 日当たり歩行数量 8 千歩以
上の人の割合 

・交通系ＩＣカードによる利用
者数の割合 

・自動運転バスの路線導入数 
・バス路線維持のための利用促
進イベント開催数 

・駅周辺におけるバス優先施策 

・設備導入促進資金
を利用している市
内企業割合 

・ＰＨＲデータにて健康管理を
している人の割合 

・製造業におけるＩＣＴ・Ｉｏ
Ｔ担当者等の従業者数割合 

・ＩＣＴモデル住宅の整備 
・自治体保有情報のオープンデ
ータ化 

 

 

 

 鉄道駅を核として都市機能を

誘導し、地域経済投資を推進 

 地域の生活を支える拠点の形

成 

 空き地・空き家等の活用の推

進 

 公共施設の再配置と連動した

地域に適した拠点づくり 

（１）都市機能の集約と地域

の特色を生かした経済投資の

誘導 

 

 

 

 拠点周辺等への居住誘導及び

職住近接地域の形成 

 安全・安心で健康に暮らせる

まちの形成 

 既存ストックの活用・見直し

による住環境の維持と管理コ

ストの抑制 

（２）地域の将来土地利用を

踏まえた暮らしやすい居住環

境の維持・形成 

 

 

 公共交通ネットワークの強靭

化・体系化 

 駅周辺における歩行者主体の

交通環境の形成 

（３）公共交通ネットワーク

の強靭化・体系化による快適

に移動できるまちの形成 

 

 

 ＩＣＴ・ＩｏＴの導入等によ

り生産性向上と高度化推進 

 第４次産業革命に係る人材育

成・研究開発を推進 

（４）産業生産機能の高度

化・先進技術の開発と導入 

・市内鉄道 4 駅の快
速急行及び急行の
停車の維持 

・路線バス系統数及
び乗合タクシー地
区数の維持 
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(1) 都市機能の集約と地域の特色を生かした経済投資の誘導に関する目標 

低未利用地の活用を図り、中心的な市街地を再構築することで、地域活性化、地域

資源を生かした交流やにぎわいづくりを目指すことを目標に設定します。 

 

（基本目標：都市機能誘導区域内における低未利用地の割合） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

都市機能誘導区域内における低未利用地の割合 12.8％ 11.6％ 

（目標値の算出方法） 

都市計画基礎調査における「低未利用地」に分類される種別のうち、比較的土地の利用・

活用が容易な「未建築宅地」を積極利用することを前提に、平成 27年（2015年）の基準値

から「未建築宅地」の割合を差し引いた値を目標値に算出 

 

（誘導目標） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

市全体に対する都市機能誘導区域への誘導施設数の

割合 
50.9％ 51.8％ 

商店街エリア内において実施される販売促進・イベン

ト事業数 
56事業 維持 

空き店舗補助金制度を利用した出店数 
（過去 5年間（H26～H30）の利用件数の平均値による） 

4件／年 4件／年 

商店会連合会に加盟している商店会の店舗数 745件 
維持 

（人口比率に応じて） 
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(2) 地域の将来土地利用を踏まえた暮らしやすい居住環境の維持・形成に関する目標 

 

都市近接居住誘導区域内の人口密度を確保し、現存する都市機能の流出抑制、新規

機能の立地等を誘導し、生活しやすい市街地環境が維持されることを目標に設定しま

す。 

 

 

（基本目標：都市近接居住誘導区域内人口密度） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

都市近接居住誘導区域内人口密度 74.4人／ha 60人／ha 

（参考）市街化区域人口密度 58.8人／ha ― 

（目標値の算出方法） 

都市計画運用指針（国土交通省）における住宅用地の人口密度の望ましい値 

 

（誘導目標） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

市街化区域に対する都市近接居住誘導区域内の空家

等率の比率 
（空家所管課・都市政策所管課調査結果による） 

1.0 1.0以下 

不動産取引件数 
（土地取引規制基礎調査概況調査（国土交通省）） 

1,560件 維持 
（人口比率に応じて） 

日常生活において 1時間以上の歩行と同等の活動を行

っている人の割合 

（40歳－74歳を基に算出（H28）） 
（健康はだの２１第４期計画を参考に設定） 

54.0％ 59.0％ 

1日当たり歩行数量 8千歩以上の人の割合 
（かながわ健康プラン２１を参考に設定） 

（今後、計測方法を整備・検証のうえ、導入・実施を図る） 
― 40％ 
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(3) 公共交通ネットワークの強靭化・体系化による快適に移動できるまちの形成に関する目標 

 

公共交通が利用しやすい地域への居住誘導や路線の再編による最適化により、住民

の移動の利便性が確保されることを目標に設定します。 

 

 

（基本目標：市内鉄道 4駅の快速急行及び急行の停車の維持） 

（基本目標：路線バス系統数及び乗合タクシー地区数の維持） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

市内鉄道 4駅の快速急行及び急行の停車の維持 4駅 維持 

（目標値の算出方法） 

市内鉄道 4駅の乗降客数を人口比率に応じて維持することにより、停車を維持 

路線バス系統数及び乗合タクシー地区数の維持 
51系統 

4地区 
維持 

（目標値の算出方法） 

基幹交通事業者及び民間事業者のそれぞれの系統数の合計値 

 

（誘導目標） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

交通系ＩＣカードによる利用者数の割合 
キャッシュレスによる便利な移動社会の実現 
（交通事業者の保有データ：秦野管内で乗車又は降車した人のうち、キ

ャッシュレスで利用した方の割合） 

約 85％ 約 90％ 

自動運転バスの路線導入数 
（交通事業者） 

― 新規導入 

バス路線維持のための利用促進イベント開催数 
（交通事業者、行政単独、又は関係者との連携イベント） 

― 2回／年 

駅周辺におけるバス優先施策 
バスの利便性向上、歩行者及び高齢者等の安全確保、自動運転車両の導
入に伴う外部環境負荷軽減 

（道路管理者、交通管理者、交通事業者及び関係者） 
バス優先時間帯設定、一般車両の速度規制、Ｐ＆Ｒ施策 

― 新規導入 
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(4) 産業生産機能の高度化・先進技術の開発と導入に関する目標 

 

第４次産業革命を産業や生活に取り入れ、人口減少下においても地域の活力を生み

出し、都市の活性化と持続可能性が確保されることを目標に設定します。 

 

 

（基本目標：設備導入促進資金を利用している市内企業割合） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

設備導入促進資金を利用している市内企業割合 10件／年 10件／年 

（目標値の算出方法） 

市担当部署の申請受理件数の集計・把握による 

 

（誘導目標） 

 

基準値 目標値 

平成 27年 

（2015年） 

令和 22年 

（2040年） 

ＰＨＲデータにて健康管理をしている人の割合 
（総人口に対するＰＨＲデータ等により健康管理をしている人の
割合） 

（今後、計測方法を整備・検証のうえ、導入・実施を図る） 

― 新規導入 

製造業におけるＩＣＴ・ＩｏＴ担当者等の従業者数

割合 
（新産業構造ビジョン（経済産業省）を参考に設定） 

― 2％増 

ＩＣＴモデル住宅の整備 ― 新規導入 

自治体保有情報のオープンデータ化 

（R1年時点） 

（国の推奨するデータセットに対する割合） 

64％ 100％ 
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 ２ 計画の評価と見直し

本計画の策定後、人口動態の変化や機能立地の変化の把握に努めるとともに、目標

達成に向けた施策を実施していきます。今後、日本全体における社会経済の変化だけ

でなく、国の制度改正・廃止・新設が想定されるため、政府及び各省庁の動向を注視

し、時代の先を見据えて対応する必要があります。 

そのため、本市の施策については、それぞれの取組状況について、定期的に管理

し、進捗状況や効果を確認していくとともに、施策の熟度を高め、必要に応じて施策

を見直し、目指すべき都市づくりの理念の達成につなげていくこととします。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる施策の評価見直しフロー 

 

今後 20年の間に、社会情勢の変化と経済需要、人口、雇用、労働、科学、教育、

文化、金融、土地、税制など、様々な分野において、様々な変化が生じていきます。 

私たち自身が時代をリードする意志を持ち、本市が将来迎えうる危機を確実に予測

し、回避していく知恵や方法を常に模索しながら、取り組みます。 
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